
一般国道357号末広橋（海側）３車線化に伴う
歩道通行止め及び車線幅員縮小のお知らせ

〇末広橋（海側）３車線化のため、橋梁歩道部を撤去し、既設橋梁の

補強・補修、車道を拡幅する工事を令和８年２月２日から１２月下旬

までの約１０か月間にわたって行います。

〇歩行者・自転車の皆様は、栄町交差点、西浦交差点から山側歩道への

迂回のご協力をお願いいたします。

〇また、海側（東京方面）車道２車線の幅員を３．５ｍから３．２５ｍ

に縮小して工事を行いますので、通行の際にはご注意ください。

〇必要に応じ夜間１車線規制（２２時～５時）による工事を行うことが

あります。

〇利用者の皆様へは、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を

お願いいたします。

令和８年１月２２日
国土交通省関東地方整備局

千葉国道事務所

歩道通行止め区間及び歩行者・自転車迂回路図

栄町交差点

西浦交差点

一般国道３５７号
船橋市栄町２丁目地先～西浦２丁目地先
末広橋（海側）前後区間 約240m

＜問い合わせ先＞
国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所
電話：０４３−２８７−０３１１（代表）メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp
副所長 山室（やまむろ）
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